
 

令和２年度 岐阜県における高齢者虐待の状況について 

 

令和３年１２月２４日  

岐阜県健康福祉部高齢福祉課  

 

１ 総論 

（１）各市町村の相談・通報受理件数の合計 

･ 令和２年度中の高齢者虐待に係る相談・通報受理件数は、合計で４１９件でした。 

･ 内訳は、３９８件（９５．０％）が養護者によるもの、２１件（５．０％）が養介護施

設従事者等によるものでした。 

 

（２）各市町村において虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例 

･ 令和２年度中に高齢者虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例は１９０件、

被虐待者数１９４人でした。 

･ 内訳は、養護者による虐待が１８６件で、養介護施設従事者等による虐待は４件でし

た。 

 

２ 養護者による虐待について 

（１）相談・通報者 

･ 令和２年度中の養護者による高齢者虐待に係る相談・通報受理件数３９８件に対する相

談・通報者数は４２９人でした。（一部重複通報あり） 

･ 相談・通報者別で、最も多いのは「介護支援専門員」によるもので、１５０人（３５．

０％）でした。 

 

図１ 養護者による虐待の相談・通報者別内訳（一部重複） 
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（２）虐待の種別 

･ 令和２年度中に養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例 

１８６件（被虐待者数１８９人）のうち、最も多いのが「身体的虐待」の１４７人 

（７７．８％）でした。（重複あり） 

  

図２ 虐待の種類（一部重複） 

（３）被虐待者の性別 

･ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例（１８６件）の被虐待

者１８９人のうち、女性は１３８人（７３．０％）、男性は５１人（２７．０％）でし

た。 

 

（４）被虐待者の年齢  

･ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例（１８６件）の被虐待

者１８９人のうち、最も多いのは８０～８４歳の４７人（２４．９％）でした。 

 

図３ 被虐待者の年齢 

（５）虐待者との同居・別居 
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･ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例（１８６件）の被虐待

者１８９人のうち、虐待者とのみ同居が９７人、虐待者及び他家族と同居が７６人で、

虐待者との同居が１７３人で、全体の９１．５％でした。 

 
 

図４ 虐待者との同居・別居の状況 

 

（６）世帯構成 

･ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例（１８６件）の被虐待

者１８９人が属する世帯構成のうち、最も多いのは「未婚の子と同居」の５１人（２

７．０％）でした。 

 

図５ 世帯構成  

（７）被虐待者から見た虐待者の続柄 

･ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例（１８６件）の被虐待

97

76

15

1
0

20

40

60

80

100

120

虐
待
者
と
の
み
同
居

虐
待
者
及
び
他
家
族
と
同
居

虐
待
者
と
別
居

そ
の
他

11

38

51

31
38

20

0

10

20

30

40

50

60

単
身
世
帯

夫
婦
二
人
世
帯

未
婚
の
子
と
同
居

配
偶
者
と
離
別
ま
た

は
死
別
等
し
た
子
と

同
居

子
夫
婦
と
同
居

そ
の
他



者１８９人の虐待者のうち、最も多い続柄は「息子」の９４人（４７．５％）です。 

 

図６ 虐待者の続柄（一部重複） 

 

（８）分離を行った事例の対応内訳 

･ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例で、令和２年度中に

「被虐待者の保護として虐待者からの分離を行った事例」は７９人です。（ただし、この

件数には令和元年度に虐待と認定し、令和２年度に入って対応を行った事例も含みま

す。） 

･ 分離を行った場合の対応で、最も多いのが「契約による介護保険サービスの利用」の 

２５人（３１．６％）でした。  

 

 図７ 分離を行った事例の対応内訳 

 

（９）分離していない事例の対応内訳 
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･ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例で、令和２年度中に被

虐待者の保護と虐待者からの分離をしていない事例は８６件あります。（ただし、この件

数には令和元年度に虐待と認定し、令和２年度に入って対応を行った事例も含みます。） 

･ 分離をしていない場合で、最も多い対応は「養護者に対する助言・指導等」で３９人

（４５．３％）です。 

 

図８ 分離していない事例の対応内訳（一部重複） 

 

（１０）権利擁護に関する対応 

･ 養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例で、令和２年度中に権利

擁護に関する対応を行った事例が８件ありました。 

その内訳は、「成年後見制度利用開始済」が６件、「成年後見制度利用手続き中」が１件、

「日常生活自立支援事業利用開始」が１件です。 

･ 成年後見制度７件のうち、市区町村長申し立ての事例は５件ありました。 

 

３ 養介護施設従事者等による虐待について 

（１）相談・通報者 

･ 令和２年度中に養介護施設従事者等による虐待にかかる相談・通報があった２１件の内

訳は、家族・親族が３件、施設職員が５件、施設元職員が３件、施設・事業所の管理者

が４件、介護支援専門員が２件、警察が０件、その他が８件でした。（重複あり） 

 

（２）事実確認調査 

･ 養介護施設従事者等による虐待にかかる相談・通報にもとづき、令和２年度中に事実確

認を行った事例は１８件で、虐待の事実が認められた事例は４件でした。 
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４ 虐待の発生要因について 

（１） 要因分析（前年度までは任意記入事項） 

・養護者による虐待を受けた又は受けたと思われたと判断した事例（１８６件）の被虐待

者１８９人の発生要因の合計は１，２９８件（１人平均６．９件）で、そのうち、最も

多い要因は「虐待者側の要因」の「性格や人格（に基づく言動）」の１０４件でした。ま

た、すべての要因のうち、虐待者側の要因は７４９件（５７．６％）、被虐待者側の要因

は３３１件（２５．５％）、家庭の要因は１７５件（１３．５％）でした。（それぞれの

事例について、下記の項目のうちあてはまるものすべてを計上しています。） 
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